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DEPARTMENT OF LICENSING AND CONSUMER PROTECTION
District of Columbia Government

Corporations Division

Articles of Dissolution of Domestic For-Profit Corporation
Form DBU-7, Version 4, August 2023

1. The name of the corporation. 
Okinawa Prefecture DC Office, Inc.

Under the provisions of the Title 29 of D.C. Code (Business Organizations Act), the domestic filing entity listed 
below hereby applies for a Certificate of Dissolution and for that purpose submits the statement below.

3. The proposal to dissolve was duly approved by the shareholders in the manner required by § 29-312.03 and by the 
articles of incorporation. 

2. The date dissolution was authorized.
June 12, 2025

4. Name of the Governor or Authorized Person:

Kazuyuki Nakazato

This form will allow a domestic business corporation to dissolve and wind down its business. A corporation shall be 
dissolved upon the effective date its articles of dissolution.

ENTITY TYPE FILING FEE

Domestic Filing Entity Refer to Corporate Fee Schedule posted online;

              If you sign this form you agree that anyone who makes a false statement can be punished by criminal penalties
of a fine up to $1000, imprisonment up to 180 days, or both, under DCOC § 22-2405;

Mail all forms and required payment to:
Department of Licensing and Consumer Protection
Corporations Division
PO Box 712300
Philadelphia, PA 19171-2300

Corporate Online Services Information:
Many corporate filings are available by using CorpOnline Service,
Go to CorpOnline site at https://corp.dlcp.dc.gov, create a profile, 
access the online services main page and proceed. Online filers 
must pay by using a credit card.

Please check dlcp.dc.gov to view organizations required to register, to search business names, to get step-by-step guidlines to register an organization, to 
search registered organizations, and to download forms and documents. Just click on "Corporate Registration."

4A. Signature of the Governor or Authorized Person

6/12/2025     ESIGNED
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THIS IS TO CERTIFY that all applicable provisions of the District of Columbia Business 
Organizations Code have been complied with and accordingly, this CERTIFICATE OF 
DISSOLUTION is hereby issued to:

C E R T I F I C A T E

Okinawa Prefecture DC Office, Inc.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and caused the seal of this office to be 
affixed as of 6/12/2025 2:19 PM

Business and Professional Licensing Administration

Tracking #: mvsrauwL

Initial File #: C00005197116

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF LICENSING AND CONSUMER PROTECTION

CORPORATIONS DIVISION

Effective Date: 6/12/2025
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地方自治法 

発令  ：昭和22年4月17日法律第67号 

最終改正：令和7年5月30日号外法律第47号 

改正内容：令和7年4月16日号外法律第22号[令和７年10月１日] 

 

〔議決事件〕 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

一 条例を設け又は改廃すること。 

二 予算を定めること。 

三 決算を認定すること。 

四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は

分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結

すること。 

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払

手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける

こと。 

七 不動産を信託すること。 

八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準

に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 

九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、

権利を放棄すること。 

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用を

させること。 

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの

提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項

に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の

二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。）に係る同法第十

一条第一項（同法第三十八条第一項（同法第四十三条第二項において準用する場

合を含む。）又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。）の規定

による普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条の二、第百九

十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴

訟」という。）に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分

又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつ

せん、調停及び仲裁に関すること。 

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 

十五 その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）により議

会の権限に属する事項 

② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体

に関する事件（法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他
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の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定

めるものを除く。）につき議会の議決すべきものを定めることができる。 

 

〔検閲・検査及び監査の請求〕 

第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務

にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを

除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由に

より議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除

く。）に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、

選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業

委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事

務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 

② 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては

労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受

託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の

監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）に関す

る監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合におけ

る監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 

 

〔調査、出頭証言及び記録の提出請求並びに政務活動費等〕 

第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあ

つては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、

法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により

議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次

項において同じ。）に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調

査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証

言並びに記録の提出を請求することができる。 

② 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の

定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の

事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準

用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。 

③ 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関

係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又

は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 

④ 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実につい

ては、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当

該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求すること

ができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明し

なければならない。 

⑤ 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、

当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 

⑥ 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしない

ときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 
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⑦ 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人そ

の他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処

する。 

⑧ 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白し

たときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 

⑨ 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認め

るときは、告発しなければならない。ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関

係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないこ

とができる。 

⑩ 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団

体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応

じなければならない。 

⑪ 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の

定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければなら

ない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければなら

ない。 

⑫ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協

議又は調整を行うための場を設けることができる。 

⑬ 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその

他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員

を派遣することができる。 

⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究

その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議

員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動

費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経

費の範囲は、条例で定めなければならない。 

⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、

当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録

であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を

もつて議長に報告するものとする。 

⑯ 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努める

ものとする。 

⑰ 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び

市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 

⑱ 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、

公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 

⑲ 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送

付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 

⑳ 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 

 

（予算の調製及び議決） 

第二百十一条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、
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議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、

遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都

市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会

に提出するようにしなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に

関する説明書をあわせて提出しなければならない。 

 

（予備費） 

第二百十七条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予

備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しな

いことができる。 

２ 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 

 

（財政状況の公表等） 

第二百四十三条の三 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年

二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その

他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、

政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に

定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類

を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 
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地方公務員法 

発令  ：昭和25年12月13日法律第261号 

最終改正：令和6年12月25日号外法律第72号 

改正内容：令和4年6月17日号外法律第68号[令和７年６月１日] 

 

（服務の根本基準） 

第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、

職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

 

（職務に専念する義務） 

第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間

及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がな

すべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 

 

（政治的行為の制限） 

第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの

団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくは

ならないように勧誘運動をしてはならない。 

２ 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体

の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投

票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲

げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域

（当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条

の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁

若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域）外において、第一号から第

三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をす

ること。 

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎（特定地方独立

行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。）、施設等に掲示し、

又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資

材又は資金を利用し、又は利用させること。 

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 

３ 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、

若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若し

くはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員

の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは

約束してはならない。 

４ 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な

取扱を受けることはない。 

５ 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行
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政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益

を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用さ

れなければならない。 

 

（営利企業への従事等の制限） 

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その

他営利を目的とする私企業（以下この項及び次条第一項において「営利企業」とい

う。）を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（人

事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則）で定める地位

を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務

にも従事してはならない。ただし、非常勤職員（短時間勤務の職を占める職員及び

第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）については、この限りでない。 

２ 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基

準を定めることができる。 
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